
第

千

八

百

四

十

八

号

平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

保
健
医
療
課)

四
二
一
ペ
ー
ジ

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
二
三

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

四
二
四

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

同

)

四
二
四

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

(
農
地
計
画
課)

四
二
五

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

同

)

四
二
五

正

誤

○
可
児
市
の
区
域
内
の
町
及
び
字
の
区
域
変
更
中
訂
正

(

中
濃
振
興
局)
四
二
五

規

則

岐
阜
県
母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
八
号

岐
阜
県
母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
母
子
保
健
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
中｢単

世
帯
を
含
む
｣

を｢単
給
世
帯
を
含
む
｡
｣

に
、｢前

年
度
分
の
市
町
村
民
税
非
課
税

世
帯
｣

を｢当
該
年
度
分
の
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
｣

に
、｢前

年
度
分
の
所
得
税
額
｣

を｢前
年

分
の
所
得
税
額
｣

に
、｢Ａ

及
び
Ｂ
階
層
｣

を｢Ａ
階
層
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
表�
中｢上

記
の
記
載
事
項
に
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
｡

年
月

日

証
明
者
職
氏
名
印
｣

を
削
り
、

同
様
式
裏�
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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�
岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日



(裏)

記載要領� ｢世帯構成員｣とは､ 児童本人と生計を一にしている者をいいます｡ 本人を含めて全世帯構成員を記載してく

ださい｡ ｢扶養義務者｣とは､ 父母､ 祖父母､ 養父母､ 兄弟姉妹､ そのほか家庭裁判所で扶養の義務が負わされ

た叔父､ 叔母等､ 民法第877条に定められている者です｡� ｢階層区分｣の欄には､ 児童本人､ 扶養義務者�について､ 次により記号で記入してください｡ (注１参照)
イ 現在生活保護法の被保護者である場合……ａ

(生活扶助のほか医療扶助等を受けている場合も含みます｡)

ロ ａに当たる場合を除いて､ 本年度 (不明のときは前年度) の市町村民税が､ 課税されていないか又は免税

になつている場合……ｂ

(ただし､ 本年度の市町村民税が不明のため前年度の市町村民税によつたときは､ ｂになるときでも､ 前

年分所得税が課税されている場合は……ｄ)

ハ ａ又はｂに当たる場合を除いて､ 前年分(不明のときは前々年分)所得税が課税されていない場合……ｃ

ニ ａ又はｂに当たる場合を除いて､ 前年分(不明のときは前々年分)所得税が課税されている場合……ｄ� 階層区分がｄである者(児童本人の扶養義務者で所得税を課税されている者)については､ その所得税の年額

を記入してください｡� 世帯構成員中本人以外の児童が､ 養育医療の給付又は療育の給付を受け､ 又は受けることが決定していると

きは､ そのことを備考欄に記入してください｡� ｢世帯外扶養義務者｣の欄には､ 世帯構成員以外で現に児童本人に対して扶養を行つている扶養義務者がいる

場合のみ記載してください｡

注� 扶養義務者の階層区分について､ 次の例により､ それを証明する関係書類を必ず添付してください｡

ただし､ 児童本人又は扶養義務者で18才未満の者は､ 未就業であれば､ 証明書は不要です｡� 階層区分ａの証明

被保護者であることについて居住地の振興局長 (振興局に置かれる事務所の長を含む｡)､ 福祉事務所

長､ 市町村長又は児童委員 (民生委員) の証明書� 階層区分ｂの証明

市町村民税課税又は免除を証明する市町村長又は市町村民税の特別徴収義務者の証明書� 階層区分ｃの証明

所得税が非課税であることの市町村長等の証明書及び市町村民税が均等割のみか所得割も課税されて

いるかどうかを明らかにした市町村長の証明書� 階層区分ｄの証明

所得税の課税額について証明する市町村長､ 税務署長又は所得税の源泉徴収義務者の証明書� 申請後給付が終了するまでの間に上記記載事項に変更が生じた場合は､ 申請書を提出した保健所へ届け

出てください｡
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県
道

道
路
の
種
類

土
岐
南

多
治
見
線

イ
ン
タ
ー

路
線
名

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口
字

西
山
一
二
九
九
番
の
一
一
四

地
先
地
内

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)
備

考

県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

打

保

神

岡
線

停
車
場

路
線
名

打

保

神

岡
線

停
車
場

路
線
名

飛�
市
神
岡
町
和
佐
保
字
家

ノ
上
一
七
〇
番
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
七
一
番
地
先
ま
で

区

間

飛�
市
神
岡
町
和
佐
保
字
大

鳩
ト
ヤ
一
〇
六
四
番
五
地
先

地
内 区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� �･�〜�･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
規
定

に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま

ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
届
出
書
等
は
平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流
通

課
及
び
飛�
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
十
二
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
和
工
商
リ
ー
ス
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ゲ
オ
高
山
店
・
西
松
屋
チ
ェ
ー
ン
高
山
店

高
山
市
昭
和
町
三
丁
目
三
十
八
―
一

外

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日

平
成
十
九
年
十
二
月
十
三
日

五

店
舗
面
積

一
、
九
二
一
平
方
メ
ー
ト
ル

六

駐
車
場
の
収
容
台
数

百
三
台

七

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

三
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業

流
通
課
及
び
中
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
十
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

オ
リ
エ
ン
タ
ル
商
事
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

西
友

桜
ヶ
丘
店

岐
阜
県
可
児
市
桜
ヶ
丘
六
丁
目
七
四
―
三
番
地

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

小
売
業
を
行
う
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

(

変
更
前)

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
一
時

(
変
更
後)

二
十
四
時
間

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)
午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分

(

変
更
後)
二
十
四
時
間
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南
飛
騨
萩
原
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

下

呂

市

役

所

縦

覧

場

所

平
成
一
九
・

五
・
二
九
か
ら

同

六
・
二
六
ま
で

縦

覧

期

間

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
山
市
営
土
地
改
良
事
業
大
廣
地
区
の
換
地
処
分
を
平
成
十
九

年
四
月
十
八
日
に
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日
第
千
八
百
四
十
号

可
児
市
の
区
域
内
の
町
及
び
字
の
区
域
変
更(

平

成
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号)

三
百
三
十
六
頁
表
中｢

緑
ヶ
丘
一
丁
目｣

は｢

緑
ケ
丘
一

丁
目｣

の
、｢

緑
ヶ
丘
二
丁
目｣

は｢

緑
ケ
丘
二
丁
目｣

の
誤
り
。
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平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日
印
刷

平
成
十
九
年
五
月
二
十
九
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


